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二
○
○
一
一
一
年
六
月
、
フ
ラ
ン
ス
で
開
か
れ
た
エ
ビ
ア
ン
・
サ
ミ

ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
宣
言
の
一
つ
に
「
成
長
の
促
進
と
責
任
あ
る

市
場
経
済
の
増
進
」
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
｜
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
」
「
三
、
腐
敗
と
透
明
性
」
と
な
ら
ん
で
、
「
二
、
企

業
の
社
会
的
責
任
」
が
以
下
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
た
。

持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
世
界
首
脳
会
議
の
成
果
を
踏
ま

特
集

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
今
日
、
新
た
な
質
を
も
っ
た
企
業
の
社
会
的
責
任
の
確
立
と
、
そ
の
な
か
に
位
置
づ
い
た
人
権
・
部
落
問
題
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
誠
実
な
企
業
を
支
援
し
て
い
く
社
会
的
仕
組
み
づ
く
り
が
急
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
企
業
の
あ
り
方
に
と
ど
ま
る
問
題

で
は
な
く
、
我
々
が
ど
の
よ
う
な
社
会
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
期
を
切
り
拓
く
部
落
解
放
運
動
に

と
っ
て
も
、
そ
の
果
た
す
役
割
と
意
義
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

要
約

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
企
業
と
人
権

変
化
す
る
社
会
ｌ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で

が
責
任
を
持
っ
て
行
動
で
き
る
環
境
作
り
を
含
む
、
持
続
可
能

な
経
済
成
長
を
支
え
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
取
り
組
む
。
我
々

は
ま
た
、
企
業
の
経
済
的
関
心
と
一
貫
す
る
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国

籍
企
業
行
動
指
針
や
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
原
則
と

い
っ
た
、
企
業
の
社
会
的
及
び
環
境
面
で
の
責
任
を
促
進
す
る
、

企
業
に
よ
る
自
主
的
努
力
を
歓
迎
す
る
。
我
々
は
、
企
業
に
対

え
、
我
々
は
企
業
の
社
会
的
及
び
環
境
面
で
の
責
任
を
強
化
す

る
た
め
の
自
主
的
努
力
を
支
持
す
る
。

我
々
は
、
関
心
を
有
す
る
す
べ
て
の
国
と
共
に
、
ビ
ジ
ネ
ス

中
村

清
二
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今
日
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
考
え
る
際
の
重
要
な
点
と
し
て
、

ま
ず
第
一
に
、
多
国
籍
企
業
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
経
営

権
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
ま
す
ま
す
巨
大
化
し
て
い
る
こ

人
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
少
し
古
い
も
の
だ
が
、
「
表
１
一
九
九
五

鍵
年
度
経
済
カ
ラ
ン
キ
ン
グ
ト
ッ
プ
処
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う

雄
に
、
国
家
以
上
の
大
き
な
経
済
的
影
響
力
を
も
つ
企
業
が
数
多
く

雛
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
経
営
活
動
が
も
た
ら
す
世
界
的
（
国
内

牝
的
）
影
響
力
と
そ
の
利
害
関
係
者
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
大
き
な
も

（
の
と
な
っ
て
い
る
。

圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
で
は
存
在
し
て
い
る
社
会
的
公
正
さ

グ
や
人
権
を
確
保
す
る
た
め
の
企
業
へ
の
「
規
制
」
が
、
世
界
的
規

３
 

見
て
い
き
た
い
。

し
て
、
他
の
主
体
と
協
力
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
行
動
指
針
や
一

・
九
九
八
年
の
労
働
に
お
け
る
基
本
的
原
則
及
び
権
利
に
関
す
る

Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
等
の
既
存
の
文
書
の
実
施
を
補
い
推
進
す
る
こ
と

に
取
り
組
む
よ
う
奨
励
す
る
。
（
外
務
省
仮
訳
）

ま
さ
に
近
年
の
企
業
の
社
会
的
責
任
を
め
ぐ
る
状
況
を
象
徴
し

た
「
宣
言
」
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
世
界
の
ど
の
よ
う
な
変
化
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
が
一
時
的
な
も
の
で
な
く
不
可
逆
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

１
巨
大
化
す
る
企
業
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
拡
大

Ｏ
）
や
非
営
利
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
発
展
に
も
著
し
い
も
の
が
あ
る
。

財
政
力
や
動
員
力
と
い
っ
た
量
的
な
影
響
力
の
拡
大
や
、
一
九
七

○
年
代
ま
で
の
よ
う
な
企
業
へ
の
監
視
・
批
判
を
中
心
と
し
た
活

動
だ
け
で
な
く
、
今
日
で
は
、
問
題
解
決
の
た
め
の
具
体
的
方
策

を
「
提
案
」
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
事
業
化
し
企
業
と
も
協
働
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
活
動
内
容
自
体
も
大
き
く
発
展
し
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
し
た
情
報
技
術
の
発

達
が
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
世
界
的
規
模
で
の
活
動
を
よ
り
効
果

的
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
消
費
者
（
運
動
）
の
視
線
も
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

模
で
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
自
身
に
よ
る
コ

ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
企
業
統
治
）
・
社
会
的
責
任
は
、

当
然
な
が
ら
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
範
囲
は

拡
大
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
二
○
○
一
年
一
一
一
月
、
関
西
経
済
連
合
会
・

企
業
と
社
会
委
員
会
が
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
害

関
係
者
の
存
在
と
責
任
を
具
体
的
に
「
表
２
社
会
的
に
責
任
の

〈
２
）

あ
る
企
業
行
動
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

２
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
発
展
や
消
費
者
の
厳
し
い
視
線

一
方
、
市
民
社
会
の
成
熟
と
相
ま
っ
て
、
非
政
府
団
体
（
Ｎ
Ｇ

部落解放研究NbLl54200310
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表１１９９５年度経済カランキングトツプ1００（国並びに多国籍企業）
１位-100位［．国ヒコ企業

！ 
：斎藤槙「企業諦価の新しいモノサシ」（生産‘

Ｃｓ（IPS)．丁heRiseofGIobaICorporatePowe

lのデータをもとにIPSが計算。企業の売り上げ

に2000年）６０頁より転載。InslitutelbrPoIicy

996・フオープス誌と世界銀行「１１t界開発報告書

5年度、ＧＤＰは199k４年度のもの。

11,位 国または企災
GDPまたは光｣二

(百万ドル）
１ 米国 6.648013 

２ 日本 90.971 

３ ドイツ 2.015.991 

４ フランス 1.330381 

５ イタリア 1024634 

６ 英国 1.017306 

７ ブラジル 554.587 

８ カナダ 別９ ２ 別

９ 中国 522.172 

1０ スペイン 482,841 

1１ メキシコ 377.115 

1２ ロシア 376.555 

1３ 韓国 376.505 

1４ オーストラリア 331.990 

1５ オランダ 329.768 

1６ インド 293.606 

1７ アルゼンチン 2810922 

1８ スイス ２ ５ ３ ■ ０ ６ ２ 

1９ ベルギー 227.550 

2０ オーストリア 196.5/1６ 

2１ スウェーデン 196.441 

2２ 三菱商事 1別.510

2３ 三井物産 181661 

2４ インドネシア 1740640 

2５ 伊藤忠商事 伽３ ９ ６ １ 

2６ ＧＭ 168.829 

2７ 住友商事 167662 

2８ 丸紅 161.1別

2９ デンマーク 146076 

3０ タイ 143.209 

3１ フォード 137.】3７

3２ 香港 131.881 

3３ トルコ 131.014 

３１ 南アフリカ 121.888 

3５ サウジアラビア 117236 

3６ トヨタ自動車 111.139 

3７ ロイヤルダッチ・シェル l0q853 

3８ ノルウェー 109.568 

3９ エクソン 107.893 

4０ 日商岩井 97.963 

4１ フィンランド 97.961 

4２ ウオルマート 93.627 

4３ ポーランド 92.580 

4４ ウクライナ ９１３０７ 

4５ ポルトガル 87257 

4６ 日立製作所 84.233 

4７ ＮＴＴ 82.002 

4８ AＴ＆Ｔ 79.609 

4９ イスラエル 77.777 

5０ ギリシャ 77.721 

順位 l到または企業
GDPまたは売上

(百万ドル）
5１ ダイムラー・ベンツ 72,253 

5２ ＩＢＭ 7L940 

5３ マレーシア 70,626 

5４ 松下iiL器産業 70454 

5５ ＧＥ 70.028 

5６ シンガポール 68.949 

5７ トーメン 67,809 

5８ コロンビア 67,266 

5９ モービル 64.767 

6０ フィリピン 6４ 162 

６１ イラン 6３ 716 

6２ 日産自助lに 6２ 618 

6３ フォルクスワーゲン ６１ 487 

6４ シーメンス 6０ 673 

６５ ベネズエラ 58257 

6６ ＢＰ 56,992 

6７ 東京三菱銀行 55,243 

6８ クライスラー 53,195 

6９ フィリップモリス 53139 

7０ 東芝 53.089 

7１ アイルランド 52.060 

7２ パキスタン 52.011 

7３ チリ 51.957 

7４ ニチメン 50.882 

7５ ニュージーランド 50777 

花 東京迩力 50343 

7７ みこルー 50.077 

7８ 兼松 49.878 

7９ ユニリバー 49.638 

8０ ネッスル 47.767 

8１ ソニー 47.619 

8２ フイアット 46.467 

8３ ＶＥＢＡ 46278 

8４ ＮＥＣ 450593 

8５ 本田技研 44090 

8６ UAP-Union 43.929 

8７ アリアンツ 43,486 

8８ エジプト 42.923 

8９ アルジェリア 41.941 

9０ エルフ 41.729 

9１ ハンガリー 41.374 

9２ フィリップス 40.146 

9８ 富士j、 39.007 

艶 日本興業銀行 38,694 

9５ ドイツ銀行 38,418 

9６ ルノー 36876 

9７ 三菱l÷I動W［ 36.674 

9８ デュポン 36.508 

” 三菱fu機 36,408 

100 ヘキスト 36.407 



５グローバル化時代の企業と人権

国
際
レ
ベ
ル
で
も
、
一
九
九
九
年
に
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
が
、

労
働
・
人
権
・
環
境
を
企
業
と
国
連
が
連
携
し
て
守
っ
て
い
く
た

め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
を
提
案
し
、
現
在
、
八
○
○
近

く
４
〉

い
企
業
が
こ
れ
を
支
持
す
る
署
名
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
地
域
レ
ベ
ル
で
は
、
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
が
二
○
○
○

年
に
、
「
よ
り
良
い
雇
用
と
社
会
的
統
合
を
伴
う
持
続
可
能
な
経

済
成
長
」
に
と
っ
て
、
企
業
の
社
会
的
責
任
は
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
要
因
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
促
進
の
た
め
の
制
度
的
社
会

的
条
件
の
検
討
を
進
め
、
二
○
○
一
年
に
は
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ

ー
「
企
業
の
社
会
的
責
任
に
関
す
る
欧
州
枠
組
み
の
促
進
」
を
、

○
二
年
に
は
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
「
企
業
の
社
会
的
責
任
持
続

費
者
か
ら
受
け
る
の
で
あ
る
。

商
品
選
択
に
際
し
、
価
格
や
品
質
だ
け
で
な
く
、
そ
の
企
業
の
社

会
的
責
任
も
一
つ
の
重
要
な
基
準
と
考
え
る
流
れ
が
強
ま
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
購
入
を
通
し
て
「
よ
り
良
い
社
会
づ

く
り
」
に
少
し
で
も
貢
献
し
た
い
と
い
う
消
費
者
の
選
択
で
あ
る
。

少
し
高
い
価
格
で
あ
っ
て
も
社
会
的
責
任
を
果
た
し
て
い
る
企
業

の
商
品
を
選
ぶ
、
と
い
う
調
査
結
果
に
も
そ
の
こ
と
が
反
映
し
て

（
３
）
 

い
る
。
さ
ら
に
、
企
業
不
祥
事
や
〈
云
計
疑
惑
と
い
っ
た
法
令
遵
守

違
反
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
厳
し
い
批
判
と
選
択
を
梢

３
国
運
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
や
ｌ
Ｓ
Ｏ
で
の
社
会

的
責
任
・
規
格
化
の
検
討

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
市
場
を
取
り
ま
く
社
会
状
況
は
大
き

く
変
化
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
企
業
の
社
会
的
責
任
の
内
容
も

発
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
「
社
会
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す

こ
と
こ
そ
が
、
企
業
の
持
続
的
な
成
長
と
発
展
に
つ
な
が
る
」
と

い
う
認
識
も
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
、
今
日
の
企
業
の
社
会
的
責
任
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
く
か
、
旧
来
の
考
え
と
対
比
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
考
え
方
は
基
本
的
に
企
業
利
益
を
あ
げ
、
そ
れ
を

税
金
や
安
定
雇
用
、
さ
ら
に
寄
付
や
従
業
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
支
援
な
ど
に
よ
り
社
会
に
還
元
し
て
い
く
、
と
い
う
枠
組
み
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、

（
５
）
 

可
能
な
発
展
へ
の
企
業
貢
献
」
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国
際
標
準
化
機
構
）
が
近
年
、
企
業
の
社
会

的
責
任
を
規
格
化
す
る
方
向
で
検
討
を
進
め
て
い
る
し
、
民
間
レ

ベ
ル
で
は
、
す
で
に
労
働
・
人
権
問
題
の
認
証
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

Ｓ
Ａ
８
０
０
０
や
、
財
務
・
環
境
・
社
会
の
ト
リ
プ
ル
・
ボ
ト
ム

ラ
イ
ン
を
押
さ
え
た
企
業
報
告
書
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
「
グ
ロ

ー
バ
ル
・
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
（
Ｇ
Ｒ
Ｉ
）

（
６
）
 

が
広
が
り
出
Ｉ
し
て
い
る
。

二
今
曰
の
企
業
の
社
会
的
責
任
と
は

部落解放研究 Nol54200310 
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表２社会的に責任ある企業行動のガイドライン

:スウェット・ショップ：児童労働や劣悪な労働条件で働かせる搾取工場。

:ＥＭＡＳ（ECO､ManagementandAuditScheme）：環境構理・監査規則。ＥＵにおいて
1995年４月から連用されている環境マネジメントシステム及び監査に関する制度。

＊１ 

＊２ 

目標 手段（例示）

株主 ･株主にとって魅力的な企業となること

･株主価値を一掴正視した、競争力あるコー

ポレート・ガバナンスの追求

・デイスクロージャーとアカウンタビリテイ

の充実

･社会的責任投資(SRI)の広がりを誕鐡し、

中長期的な企業価値の向上に努めること

･取締役会の活性化（外部取締役の導入・活

用)、監盃システムの見直しなど不断の改

革

．より公平かつ透明度の高いインペスター.

リレーションズの追求（株主・投資家への

情報側示の充実）

･SRIにおける社会的スクリーニング・株主

行動への対応

従業員 ･雇用の創出に努めること

･人材育成・支援（キャリア開発の機会、エ

ンプロイヤビリテイの向上も）に努めるこ

と

･公正な労働個行の実現

･職場環境の安全性の確立

･生きがいをもって働ける場の形成

･進出国における現地人の採用と公正な評価

･人事政莱・考課基準の明確化、評価につい

ての透明性・公平性の促進

･女性・高齢者・障事者の雇用・外進におけ

る差別撤廃と働きやすい職場環境の形成

･女性役側の笠用

｡様々な休暇制度の利用可能性の向上

・途｣二１ｺにおいてスウェットショップ
牛１
を利

用しないこと（サプライチェーンにおいて

も）

・国際的な行動規準の導入（SA8000など）

ＭＩＩ客 ･顧客のニーズや要望を受け止め、その品質

に責任をもつこと

･製品の素材、製造方法、安全性に111Ｉする情

報の公111リ

･顧客との俗頼llU係の構築

･環境や人椎対策に関するグローバルな潮流

の認識

･製造物責任の明確化（ＰＬ法の遵守）

･情報公1111の促進

・マーケティング・広告における公正性・倫

理性の確立

･苦情処理liII度の機能強化（形骸化回避の収

Ｉ)組み）

・顧客のプライバシー保護（とくにｅコマー

スにおいて）

・国際的な行動規準の導入（ISO14000シリ

－ズ、SA8000など）

環境 ･経営活動の全プロセスにおいて環境保護.

保全に努める現境マネジメントの確立（環

境方針・実施体制の確立とゼロエミッショ

ン、省エネ・省資源の推進、ilE現型経済社

会の実現等に努めること）

･環境リスクの遡識

･環境監査システムの導入（ISO14000シリ

_ズ、ＥＵでのＥＭＡＳ*2の認証）

･環境報告轡、環境会計の灘入

･環境に配感した製品の開発（ライフサイク

ル・アセスメントの実施､エコラペルなど）

･グリーン調達の促進（系列企業への支援）

・リサイクルシステムの構築

･環境教育の実施

ユクイミテコニ
･事業所が所在するコミュニティの社会的二

－ズや文化・制度の把握と良好な1111係の櫛

築

・グローバル・コミュニティ（I到際社会）の

抱える課題を理解し支援すること

・地域の市民I】１体やＮＰＯとの交流と協働関

係の構築

・サイバー・コミュニティの広がりとその影

響力の認識

･社会貢献活動の理念の明確化

．様々な経営資源一資金（寄付)、人材（ポ

ランテイア支援制度)､施設の利)l】､技術(経

営管理など）－を活用したコミュニティ支

援

・ビジネスのコアの機能を括用した地域活性

化への１１０与（社会貢献として／ビジネスと

して）

・インターネットを積極的に活用した企業情

報のllIl示
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「
経
営
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
社
会
的
公
正
・
倫
理
性
、
環
境
へ
の

配
慮
を
組
み
入
れ
、
株
主
だ
け
で
な
く
顧
客
、
従
業
員
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
や
請
負
業
者
、
環
境
な
ど
に
対
し

（
７
）
 

て
責
任
を
負
う
」
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
企
業
の
本
来
業
務
（
専
門
技
術
）
を

活
用
し
た
社
会
的
支
援
、
第
二
に
、
環
境
配
慮
型
商
品
・
障
害
者

や
高
齢
者
支
援
商
品
（
サ
ー
ビ
ス
）
の
開
発
、
フ
ェ
ア
・
ト
レ
ー
ド
、

地
域
再
開
発
事
業
な
ど
の
社
会
的
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
・
事
業
の
開

発
、
そ
し
て
第
三
に
、
表
２
で
示
し
た
よ
う
な
、
従
業
員
を
は
じ

め
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
に
対
す
る
社
会
的
責
任
、
な
ど
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
経
済
的
成
果
の
配
分
の
仕
方
」
で
は
な
く
「
経
済

活
動
の
仕
方
そ
の
も
の
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
や
こ
う
し
た
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
、
企
業
に
と
っ

て
「
コ
ス
ト
」
で
は
な
く
、
将
来
へ
の
あ
る
い
は
社
会
へ
の
「
投

資
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
発
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
年
三
月
に
出
さ
れ
た
経
済
同
友
会
の
『
第
一
五
回
企
業
白
書
』

（
８
）
 

も
明
確
に
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
企
業
市
民
」

と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
従
来
の
よ
う
な

「
企
業
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
意
味
合

い
だ
け
で
な
く
、
「
社
会
と
の
関
わ
り
を
広
く
捉
え
た
」
存
在
と

し
て
の
企
業
を
意
味
す
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
社
会
的
責
任
を
ど
の
よ
う

企
業
の
人
権
・
部
落
問
題
の
取
り
組
み
は
、
大
き
く
は
一
九
七

五
年
の
「
部
落
地
名
総
鑑
」
差
別
事
件
発
覚
に
端
を
発
し
、
以
来
、

企
業
内
の
人
権
啓
発
を
中
心
に
就
職
困
難
層
等
の
雇
用
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
、
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
近
年
、
取
り
組
み
の
マ
ン
ネ
リ
化
や
、
全
体
化
し
て
い

な
い
な
ど
の
課
題
も
出
て
き
て
お
り
、
新
た
な
展
望
が
模
索
さ
れ

〈
、
）

て
い
る
。
人
権
・
部
落
問
題
解
決
に
お
け
る
企
業
の
社
会
的
責
任

が
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
上
記
で

述
べ
た
よ
う
な
企
業
の
社
会
的
責
任
の
新
た
な
認
識
（
段
階
）
を

ベ
ー
ス
に
、
人
権
・
部
落
問
題
の
取
り
組
み
や
位
置
づ
け
を
再
構

築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
第
一
に
、
社
会
的
責
任
の
取
り
組
み
の
戦

略
的
位
置
づ
け
を
企
業
内
に
お
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
上
に
何
を

に
果
た
す
か
は
、
企
業
に
と
っ
て
ま
さ
に
経
営
上
の
戦
略
的
位
置

づ
け
を
要
す
る
課
題
で
あ
り
、
ど
こ
か
の
一
部
署
だ
け
が
担
当
す

る
と
い
う
課
題
で
は
な
い
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
試
み
に
挑
戦
す
る
企
業
は
、
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
も
急

（
９
）
 

速
に
現
れ
て
き
て
い
る
。

三
人
権
・
部
落
問
題
と
企
業

部落解放研究Nql54200310



８ 

築
こ
う
と
し
て
も
、
遅
か
れ
早
か
れ
限
界
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
第
二
に
、
そ
の
な
か
に
人
権
・
部
落
問
題
を
し
っ
か
り
と
位

置
づ
け
、
取
り
組
み
内
容
を
再
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ

し
て
、
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
実
効
性
を
担
保
す
る
、
社
会
的
責
任

の
統
括
的
な
部
署
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
人
権
、

環
境
、
コ
ン
ブ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
そ
し
て
社
会
貢
献
な
ど
の
担
当
部

署
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
、
有
効
に
連
携
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
部
落
問
題
は
、
企
業
に
と
っ
て
の
利
害
関
係
者
と
い
う
側

面
か
ら
み
る
と
、
従
業
員
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
地
域
の
問
題
で
も
あ
り
、
顧
客
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
う
し

た
視
点
か
ら
も
、
部
落
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
す
べ

き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
電
機
メ
ー
カ
ー
が
、
本
業
で
あ
る
情
報
機

器
を
活
用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
指
導
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
と

い
っ
た
社
会
的
責
任
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は

極
め
て
興
味
深
い
取
り
組
み
で
あ
る
。
他
方
、
大
阪
府
二
○
○
○

年
調
査
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
被
差
別
部
落
の
場
合
、

パ
ソ
コ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
率
が
平
均
の
五
割
ぐ
ら
い

で
あ
り
、
情
報
化
時
代
の
今
日
、
デ
ジ
タ
ル
・
デ
バ
イ
ド
を
新
た

に
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
。
問
題
は
、
人
権
・
部

落
問
題
を
視
野
に
入
れ
た
社
会
的
責
任
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
顧
客
や
従
業
員
の
個
人
情
報
保
護
は
、
国
際
的
に

も
国
内
的
に
も
企
業
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
他
方
、

就
職
差
別
の
問
題
、
特
に
身
元
調
査
の
問
題
は
、
長
年
来
、
企
業

に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
課
題
で
あ
る
。
問

題
は
、
こ
の
二
つ
が
別
々
の
問
題
で
は
な
く
、
個
人
情
報
保
護
と

い
う
点
で
は
ま
っ
た
く
同
質
の
問
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
（
部
落

問
題
関
係
情
報
の
方
が
よ
り
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
と
は
い
え
る
が
）

取
り
組
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ま
た
今
日
、
若
年
者
の
雇
用
問
題
が
急
速
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
る
が
、
大
学
進
学
率
が
低
く
高
校
中
退
率
が
高
い
被
差

別
部
落
の
青
年
の
雇
用
状
況
は
極
め
て
深
刻
で
あ
る
（
府
二
○
○

○
年
調
査
で
は
一
五
～
一
九
歳
の
失
業
率
が
約
一
五
％
に
対
し
、
部
落

は
約
三
一
％
に
も
達
し
て
い
る
）
。

他
に
も
こ
う
し
た
事
案
は
数
多
く
あ
る
が
、
要
は
社
会
的
責
任

や
人
権
・
部
落
問
題
を
み
る
視
点
に
よ
り
、
現
状
認
識
は
大
き
く

左
右
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
社
会
的
責

任
の
戦
略
性
が
確
保
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
人
権
・
部
落
問
題
が
し

っ
か
り
と
位
置
づ
く
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
企
業
内
の
人
権
啓
発
活
動
も
、
こ
う
し
た
認
識
や
具
体
的

な
取
り
組
み
の
た
め
の
出
発
点
で
あ
り
通
過
点
（
手
段
）
で
あ
り
、

決
し
て
ゴ
ー
ル
（
目
的
）
で
は
な
い
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
人
権
・
部
落
問
題
の
取
り
組
み
を
進
め
ら
れ

る
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
企
業
の
ト
ッ
プ
の
姿
勢
に
よ
っ
て
大
き
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日
本
で
も
馴
染
み
の
ア
メ
リ
カ
の
大
手
お
も
ち
ゃ
会
社
ト
イ
ザ

ラ
ス
は
、
三
九
八
○
年
代
に
お
も
ち
ゃ
ピ
ス
ト
ル
の
販
売
を
中

止
」
し
た
。
「
ピ
ス
ト
ル
に
よ
る
犯
罪
の
撲
滅
を
願
う
以
上
、
そ

れ
が
正
し
い
と
判
断
し
た
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

社
の
理
念
と
現
実
の
開
き
は
大
き
い
。
ト
イ
ザ
ラ
ス
が
お
も
ち
ゃ

ピ
ス
ト
ル
を
売
ら
な
く
て
も
、
他
の
お
も
ち
ゃ
販
売
店
は
い
く
ら

で
も
売
っ
て
い
る
し
、
す
ば
ら
し
い
理
念
を
掲
げ
た
ト
イ
ザ
ラ
ス（Ⅲ
）
 

の
み
が
売
上
を
損
な
う
、
と
い
う
結
果
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
象
徴
的
な
事
例
だ
が
、
現
実
に
は
こ
れ
に
類
し
た
状
況

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
企
業
が
誠
実
に
社
会
的
責
任
を
果
た

そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
コ
ス
ト
が
か
か
っ
た
り
「
不
正
な
利

益
」
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
ず
、
他
社
と
の
競
争
に
遅
れ
を
と
る
と

い
う
危
険
性
が
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
う
し
た
「
危
険
性
」
を
是
正
し
、
む
し
ろ
誠
実
な
企

業
ほ
ど
発
展
し
て
い
け
る
社
会
の
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
「
危
険
性
」
を
温
存
し
て
い
る

社
会
自
身
の
改
革
を
放
置
し
て
い
れ
ば
、
不
十
分
に
し
か
目
的
は

達
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

く
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

四
誠
実
な
企
業
が
発
展
で
き
る
社
会
の
仕
組
み
を

第
二
に
、
こ
う
し
て
評
価
さ
れ
た
企
業
に
対
し
て
、
積
極
的
に

投
資
し
て
い
く
「
社
会
的
責
任
投
資
」
（
の
。
：
一
一
旨
幻
の
、
己
。
ｐ
⑫
一
ヶ
一
の

旨
く
①
の
自
呂
［
Ⅱ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
が
大
切
で
あ
る
。

（
旧
）

近
年
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
目
一
〈
体
的
に
は
、

Ｓ
Ｒ
Ｉ
ス
ク
リ
ー
ン
運
用
、
株
主
行
動
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
投
資
、

の
三
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｒ
Ｉ
ス
ク
リ
ー
ン
運
用
は
、
従
来

の
財
務
的
評
価
に
加
え
て
社
会
的
な
評
価
（
ス
ク
リ
ー
ン
に
か
け

以
下
、
す
で
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
、
誠
実
な
企
業
が
発
展
で

き
る
社
会
の
仕
組
み
づ
く
り
を
三
点
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
た
い
。

第
一
は
、
ど
の
企
業
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
責
任
を
ど
こ
ま
で

果
た
し
て
い
る
の
か
、
を
評
価
す
る
評
価
機
関
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
情
報
が
ま
ず
社
会
に
広
く
伝
わ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
現
在
、
欧
米
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
機
関
（
非
営
利
団

体
も
あ
れ
ば
会
社
形
態
も
あ
る
）
が
存
在
し
、
企
業
を
さ
ま
ざ
ま

な
指
標
で
評
価
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
朝
日
新
聞
文
化
財

団
が
早
く
か
ら
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
が
、
近
年
、
株
式
会
社

イ
ン
テ
グ
レ
ッ
ク
ス
や
特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
ソ

ー
ス
セ
ン
タ
ー
、
（
株
）
日
本
総
合
研
究
所
な
ど
も
本
格
的
に
評

〈
肥
）

価
活
動
を
始
め
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
報
告
書
な
ど

に
よ
る
企
業
の
情
報
公
開
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

レコ
○ 
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１０ 

表３世界の社会的涜任投資の残高推計（2001年）
〈単位〉１０億ドル

色
を
組
み
込
ん
だ
投
資
手
法
で
、
資
産
運
用
の
考
え
方
か
ら
発

展
し
た
も
の
で
あ
る
。
株
主
行
動
は
、
企
業
の
株
主
の
立
場
を
利

用
し
て
、
株
主
提
案
や
議
決
権
行
使
な
ど
に
よ
り
経
営
者
層
に
対

し
社
会
的
な
配
慮
を
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

投
資
は
、
地
域
の
ス
ラ
ム
化
・
貧
困
や
福
祉
問
題
な
ど
の
改
善
の

た
め
の
投
資
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
○
○
一
年
九
月
時
点
で
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
資
産
残

高
が
二
兆
三
四
一
一
一
○
億
ド
ル
と
一
九
九
五
年
と
比
べ
約
六
倍
に
も

米国

英国

カナダ

その他欧州

日本

オーストラリア

Total 

2332.0 

326.6 

３１．４ 

１７．６ 

１９ 

Ｌ1 

2710.6 

二
年
九
月
時
点
で
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
資
産
残

と
一
九
九
五
年
と
比
べ
約
六
倍
に
も

１
達
し
て
お
り
、
金
融
商
品

０
 

狸
総
運
用
資
産
に
占
め
る
割

３
 

狐
合
は
一
一
・
八
％
と
な
つ

る
剛
て
い
る
・

よ
新
に
業

日
本
で
も
、
一
九
九
九

樹
紅
年
か
ら
一
連
の
投
資
信
託

函
旧
「
エ
コ
フ
ア
ン
ド
」
が
、

ス
典

ク
出
二
○
○
○
年
に
は
環
境
の

－
１
 

パ
み
な
ら
ず
一
雇
用
・
消
費

ス

者
・
社
〈
玄
貢
献
の
四
分
野

ルセ
を
カ
バ
ー
し
た
「
あ
す
の

フー
プ

は
ね
」
が
で
き
、
個
人
投

所
資
家
を
中
、
心
に
大
き
な
反

出

応
が
見
ら
れ
た
が
、
総
資

産
残
額
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
し
か
し
本
年
七
月
末
に
は
、
企
業

年
金
を
対
象
に
初
め
て
Ｓ
Ｒ
Ｉ
が
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
新
た
な
動

き
も
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
自
治
体
が
独
自
の
企
業
評
価
に
基
づ
い
て
入
札
委

託
契
約
の
際
、
一
定
の
優
遇
を
行
う
と
い
う
新
た
な
動
き
も
注
目

（
Ⅵ
）
 

し
た
い
。

第
三
に
、
法
制
度
の
整
備
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
で
は
、
社
会
的
責
任

の
自
主
的
努
力
を
促
進
す
る
た
め
の
条
件
整
備
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
で
Ｓ
Ｒ
Ｉ
が
発
展
し
て
い
る
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
二
○
○
○
年
に
年
金
法
を
改
正
し
、
年
金
基
金
を
運
用

す
る
に
あ
た
っ
て
社
会
的
責
任
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
た

か
の
情
報
公
開
を
義
務
づ
け
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
の
発
展
を
側
面
的
に
支
援

す
る
と
と
も
に
、
社
会
的
責
任
の
促
進
の
た
め
の
担
当
大
臣
も
設

け
て
い
る
。
同
様
の
年
金
法
の
改
正
は
、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ

ア
で
も
二
○
○
一
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
○

○
一
年
五
月
に
環
境
レ
ポ
ー
ト
・
社
会
レ
ポ
ー
ト
の
発
行
を
企
業

に
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
二
○
○
二
年
六
月
「
持
続
可
能
な
成

長
」
担
当
大
臣
を
設
け
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
グ
リ
ー
ン
イ

ン
ベ
ス
ト
（
環
境
に
対
す
る
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
へ
の
税
制
優
遇
措
置
を
設

け
て
い
る
。

他
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
に
対
し
て
行
政
に
よ
る
関
与

は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
企
業
の
不
正
に
際
し
て
は
、
「
連
邦
量
刑



最
後
に
、
誠
実
な
企
業
を
支
援
し
て
い
く
社
会
的
仕
組
み
づ
く

り
に
お
け
る
日
本
の
課
題
を
示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
企
業
の
評
価
機
関
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
評
価
対
象

と
し
て
い
る
企
業
の
回
答
数
も
少
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
。
ま
た

椎
社
会
面
も
含
め
た
企
業
の
情
報
公
開
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

い
も
影
響
し
て
い
る
が
、
企
業
の
社
会
的
責
任
に
関
す
る
情
報
量
が

鋒
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

の
第
一
一
に
、
「
人
権
の
視
点
」
か
ら
の
評
価
活
動
が
弱
い
点
が
あ
る
。

ｔ
 

噸
｝
」
の
背
景
に
は
、
数
少
な
い
評
価
機
関
が
財
務
・
環
境
・
社
会
の

と川
一
二
分
野
を
総
合
的
に
評
価
す
る
と
い
う
枠
組
み
で
調
査
を
実
施
し

て『
て
い
る
←
」
と
（
こ
れ
自
体
は
意
義
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
が
）
や
、

宛
人
権
の
取
り
組
み
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
評
価
す
る
か
と
い
う
点

で
の
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

１
 

１
 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
よ
う
に
罰
金
金
額
を
誠
実
な
企
業
に
対
し
て

は
．
配
慮
し
、
不
誠
実
な
企
業
に
対
し
て
は
大
幅
に
加
算
す
る
、
と

（
喝
）

い
う
厳
し
い
政
策
を
と
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
法
制
度
上
、
社
会
的
責
任
を
促
進
し
て
い
く
よ
う
な

取
り
組
み
は
何
も
存
在
し
て
い
な
い
が
、
早
晩
、
何
ら
か
の
対
応

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
。

五
終
わ
り
に
ｌ
今
後
の
課
題

注（
１
）
斎
藤
慎
一
企
業
評
価
の
新
し
い
モ
ノ
サ
シ
社
企
責
任
か
ら
み

た
格
付
け
基
準
』
生
産
性
出
版
、
二
○
○
○
年
一
○
月
。

（
２
）
（
社
）
関
西
経
済
連
合
会
企
業
と
社
会
委
員
会
『
企
業
と
社
会

の
新
た
な
か
か
わ
り
方
』
二
○
○
一
年
三
月
、
五
頁
。

（
３
）
斎
藤
前
掲
書
、
’
○
三
頁
。

（
４
）
高
島
肇
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
と
日
本
」
『
部
落
解
放
研

究
』
一
四
七
号
、
二
○
○
二
年
八
月
。

（
５
）
の
８
［
〔
Ｂ
Ｄ
ｍ
く
一
ｍ
「
第
三
章
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
」

者
（
研
究
機
関
）
や
、
企
業
（
経
営
者
）
自
身
に
よ
る
実
践
交
流

の
場
（
組
織
）
が
極
め
て
少
な
い
点
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結

果
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
の
裾
野
を
狭
く
し
て
い
る
。

第
三
に
、
日
本
で
は
Ｓ
Ｒ
Ｉ
の
ま
だ
一
○
本
程
度
で
少
な
く
、

内
容
的
に
も
ほ
と
ん
ど
が
環
境
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。

（
脇
）

第
四
に
、
一
部
で
は
株
主
行
動
が
実
践
さ
れ
て
き
た
が
、
年
金

基
金
を
は
じ
め
と
し
た
機
関
投
資
家
に
よ
る
Ｓ
Ｒ
Ｉ
全
般
に
対
す

る
関
心
が
低
い
。
Ｅ
Ｕ
各
国
に
み
ら
れ
た
法
制
度
の
改
善
を
日
本

も
早
急
に
実
施
す
べ
き
だ
が
、
一
方
で
、
労
働
組
合
も
直
接
・
間

接
関
与
し
て
い
る
共
済
・
年
金
基
金
の
連
用
に
、
も
っ
と
Ｓ
Ｒ
Ｉ

の
視
点
を
位
置
づ
け
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

第
五
に
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
調
査
研
究
す
る
大
学
の
研
究

部落解放研究NO154200310



1２ 

高
巌
ほ
か
共
著
『
企
業
の
社
会
的
責
任
ｌ
求
め
ら
れ
る
新
た
な
経

営
観
』
（
財
）
日
本
規
格
協
会
、
二
○
○
三
年
四
月
。

（
６
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
社
会
的
責
任
・
規
格
化
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
辻
義

信
「
第
二
章
国
際
的
な
動
向
に
見
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
現
状
」
（
高
巌

ほ
か
前
掲
書
所
収
）
が
詳
し
い
。
Ｓ
Ａ
８
０
０
０
の
認
証
を
受
け

た
日
本
企
業
に
つ
い
て
は
、
「
Ｓ
Ａ
８
０
０
０
事
例
亜
ト
キ
ワ
」

（
『
月
刊
ア
イ
ゾ
ス
」
恥
銘
、
一
一
○
○
三
年
七
月
）
、
Ｇ
Ｒ
Ｉ
に
つ

い
て
は
『
Ｇ
Ｒ
Ｉ
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
２
０
０
２
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
谷
本
寛
治
編
著
『
Ｓ
Ｒ
Ｉ
社
会
的
責
任
投
資
入
門
市
場
が

企
業
に
迫
る
新
た
な
規
律
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
○
○
三
年
六

月
。
こ
の
他
、
経
団
連
社
会
貢
献
担
当
者
懇
談
会
編
『
こ
の
発
想

が
会
社
を
変
え
る
』
（
産
経
新
聞
ニ
ュ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
、
二
○
○

一
年
七
月
）
や
「
障
害
者
の
海
外
旅
行
記
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
今

西
正
義
・
Ｊ
Ｔ
Ｂ
バ
リ
ア
フ
リ
ー
プ
ラ
ザ
統
括
部
長
の
連
載
（
読

売
新
聞
［
夕
刊
］
第
一
金
曜
日
に
掲
載
）
が
あ
る
。

（
８
）
（
社
）
経
済
同
友
会
『
第
一
五
回
企
業
白
書
「
市
場
の
進
化
」

と
社
会
的
責
任
経
営
』
二
○
○
三
年
一
一
一
月
。

（
９
）
日
本
経
済
新
聞
「
「
社
会
的
責
任
」
取
引
先
に
要
求
」
二
○
○
三

年
五
月
一
日
（
夕
刊
）
、
「
法
令
・
環
境
な
ど
社
会
的
責
任
活
動

東
芝
、
専
門
組
織
設
け
強
化
」
二
○
○
三
年
七
月
一
日
。
「
リ
コ

ー
流
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
現
在
位
置
付
け
中
」
『
月
刊
ア
イ
ソ

ス
」
恥
鎚
、
二
○
○
｜
｜
｜
年
七
月
。
四
ｍ
一
口
の
⑩
の
び
局
の
ｏ
ｎ
区

『
⑦
ｇ
ｏ
ｐ
ｍ
－
臣
ご
作
成
／
（
社
）
海
外
事
業
活
動
関
連
協
議
会
翻

訳
『
企
業
の
社
会
的
責
任
に
対
応
す
る
た
め
の
社
内
体
制
の
構
築
』

二
○
○
二
年
一
一
一
月
。

（
Ⅲ
）
同
和
問
題
に
取
り
組
む
全
国
企
業
連
絡
会
「
全
国
同
企
連
は
、

斯
く
し
て
誕
生
し
た
！
』
二
○
○
三
年
二
月
。
大
阪
同
和
問
題
企

業
連
絡
会
編
『
企
業
の
な
か
か
ら
証
言
部
落
問
題
と
向
き
合

っ
て
』
解
放
出
版
社
、
一
九
九
八
年
八
月
。

（
、
）
斎
藤
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
皿
）
企
業
の
評
価
機
関
に
つ
い
て
は
、
谷
本
前
掲
書
の
「
第
五
章

社
会
的
責
任
投
資
の
事
例
」
。

（
旧
）
社
会
的
責
任
投
資
に
つ
い
て
は
、
谷
本
前
掲
普
の
「
第
三
章

社
会
的
責
任
投
資
の
発
展
」
。

（
ｕ
）
自
治
労
／
自
治
体
入
札
・
委
託
契
約
制
度
研
究
会
『
社
会
的
価

値
の
実
現
を
め
ざ
す
自
治
体
契
約
度
の
提
言
ｌ
政
策
入
札
で
地
域

を
変
え
る
－
』
二
○
○
一
年
一
○
月
。

（
胆
）
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
高
巌
／
Ｔ
・
ド
ナ
ル

ド
ソ
ン
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
シ
ッ
ク
ス
企
業
の
市
場
競
争
力
と
倫

理
法
令
遵
守
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス
テ
ム
』
文
眞
堂
、
一
九
九
九

年
、
三
○
九
頁
。

（
焔
）
森
岡
孝
二
「
日
米
に
お
け
る
社
会
派
株
主
運
動
と
企
業
改
革
」
『
経

済
研
究
年
報
』
大
阪
経
済
法
科
大
学
経
済
研
究
所
、
二
○
○
三
年
三
月
。




